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産
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浩

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

準
備
と
し
て
都
庁
の
屋
内
禁
煙
化
を
！

条
例
の
検
討
の
前
に
や
る
べ
き
こ
と
、
そ

れ
は
、
都
庁
の
屋
内
禁
煙
化
で
あ
る
。

都
道
府
県
庁
の
屋
内
禁
煙
化

　
産
業
医
科
大
学
で
は
、
厚
生
労
働
科
学

研
究
と
し
て
、
２
０
０
８
年
か
ら
47
都
道

府
県
庁
の
屋
内
禁
煙
化
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

を
行
な
い
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
そ
の
一
覧

表
を
掲
載
し
て
い
る
。
地
域
の
中
心
的
な

存
在
で
あ
る
都
道
府
県
庁
の
屋
内
が
禁
煙

化
さ
れ
れ
ば
、
周
囲
の
市
町
村
の
屋
内
禁

煙
化
が
進
み
、
そ
れ
が
周
囲
の
職
場
の
禁

煙
化
に
拡ひ
ろ
が
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
２
０
１
５
年
７
月
時
点
で
、
都
道
府
県

庁
の
屋
内
に
喫
煙
室
が
残
っ
て
い
る
の
は

群
馬
県
、
東
京
都
、
石
川
県
、
岐
阜
県
、

長
崎
県
、
熊
本
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県

の
み
で
あ
る
。

　
都
庁
は
規
模
が
大
き
い
た
め
31
カ
所
も

の
喫
煙
室（
喫
煙
可
能
な
喫
茶
店
を
含
む
）

が
あ
る
。
都
の
喫
煙
対
策
に
問
題
意
識
を

持
つ
音
喜
多
駿
議
員
の
協
力
を
得
て
、
市

民
と
し
て
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
都
庁

の
喫
煙
室
、
喫
煙
可
能
な
喫
茶
店
で
の
受

動
喫
煙
の
実
態
を
調
査
し

た
。
な
お
、
測
定
は
タ
バ

コ
の
燃
焼
に
よ
り
発
生
す

る
微
小
粒
子
状
物
質
（
Ｐ

Ｍ
２・
５
）
の
連
続
測
定

を
行
な
っ
た
（
中
国
か
ら

の
越
境
汚
染
で
問
題
と
な

っ
た
Ｐ
Ｍ
２・
５
で
あ
る

が
、
タ
バ
コ
の
燃
焼
で
発

生
す
る
煙
も
Ｐ
Ｍ
２・５
で
あ
る
）。

　
こ
の
調
査
の
目
的
は
、
①
タ
バ
コ
煙
に

よ
る
汚
染
を
数
値
化
す
る
こ
と
で
都
庁
内

の
受
動
喫
煙
が
問
題
と
な
り
、
②
都
庁
の

屋
内
禁
煙
が
実
施
さ
れ
、
③
飲
食
店
等
の

サ
ー
ビ
ス
産
業
を
含
め
て
禁
煙
と
す
る
都

条
例
の
成
立
を
促
す
こ
と
で
あ
り
、
調
査

報
告
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て

い
る（
１
）。

（
１
）
第
一
本
庁
舎
３
階
の
喫
煙
室

　
都
民
情
報
ル
ー
ム
が
あ
り
、
ま
た
、
渡

り
廊
下
も
あ
る
た
め
市
民
の
往
来
も
多
い

場
所
に
写
真
１
に
示
す
喫
煙
室
が
あ
る
。

出
入
口
に
ド
ア
は
な
く
、
排
気
風
量
も
不

足
し
て
い
る
た
め
、
喫
煙
室
の
中
は
劣
悪

な
環
境
で
あ
り
、
喫
煙
者
が
退
出
す
る
た

び
に
タ
バ
コ
煙
が
漏
れ
、
周
囲
の
廊
下
が

Ｐ
Ｍ
２・５
で
汚
染
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
た
。

　
２
０
０
９
年
に
環
境
省
が
「
人
の
健
康

　
本
リ
レ
ー
情
報
の
１
回
目
で
、
世
界
保

健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
と
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
協
会
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）
に
よ
り
、
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
は
屋
内
全

面
禁
煙
の
国
・
都
市
で
開
催
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
２
０
０
４
年
の

ア
テ
ネ
大
会
以
降
の
大
会
は
、
す
べ
て
屋

内
禁
煙
法
・
条
例
が
施
行
さ
れ
た
上
で
行

な
わ
れ
て
き
た
こ
と
の
解
説
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
２
０
１
４
年
８
月
の
報
道
番
組
に

出
演
し
た
舛
添
知
事
が
、
受
動
喫
煙
防
止

条
例
に
つ
い
て
「
議
会
を
通
せ
ば
で
き
ま

す
の
で
、
や
り
た
い
」
と

前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
た

と
こ
ろ
、
す
ぐ
さ
ま
都
自

民
党
か
ら「
分
煙
で
良
し
」

の
緊
急
要
望
が
あ
っ
た
こ

と
、
条
例
化
を
検
討
す
る

６
回
の
委
員
会
で

「
２
０
１
８
年
ま
で
に
条

例
化
を
検
討
す
る
」
と
先

延
ば
し
に
な
っ
た
こ
と
、

逆
に
、
宿
泊
・
飲
食
施
設

に
喫
煙
室
を
設
置
す
る
こ

と
に
助
成
制
度
を
始
め
た

経
緯
が
示
さ
れ
た
こ
と
の

解
説
が
あ
っ
た
。
東
京
都

は
じ
め
に

東京都庁前広場
写真１　第一本庁舎３階喫煙室
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観
光
客
が
多
数
訪
れ
る
展
望
喫
茶
店
で
Ｐ
Ｍ
２・５
が
上
昇
。

（
３
）
第
一
本
庁
舎
32
階

 

グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス

　
写
真
３
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
観
光
客

が
訪
れ
る
見
晴
ら
し
の
良
い
展
望
喫
茶
店

で
あ
る
。
14
時
か
ら
の
喫
煙
タ
イ
ム
に
な

る
の
を
待
ち
か
ね
た
か
の
よ
う
に
喫
煙
が

始
ま
り
、
広
い
店
内
の
Ｐ
Ｍ
２・５
が
ゆ

る
や
か
に
上
昇
し
た
。

（
４
）
第
一
本
庁
舎
：
25
階
喫
茶
店

　
全
席
喫
煙
可
能
で
あ
り
店
内
が
狭
い
た

め
、
喫
煙
が
始
ま
る
と
Ｐ
Ｍ
２・５
は
図

４
の
よ
う
に
急
上
昇
し
、
大
気
環
境
基
準

（
24
時
間
平
均
値
）
の
６
倍
に
達
し
た
。

タ
バ
コ
を
吸
わ
な
い
利
用
者
の
受
動
喫
煙

と
し
て
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
所
で
働

く
従
業
員
の
健
康
問
題
と
し
て
も
取
り
上

げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
都
庁
の
ホ
ー

を
保
護
す
る
上
で
維
持
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
基
準
」
と
し
て
示
し
た
Ｐ
Ｍ
２・５

濃
度
の
１
日
平
均
値
は
35μ
ｇ
／
㎥
で
あ

る
。
24
時
間
の
平
均
値
と
、
こ
の
よ
う
な

短
時
間
の
測
定
結
果
を
直
ち
に
比
較
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
グ
ラ
フ
の
横
線
は

35μ
ｇ
／
㎥
刻
み
に
統
一
し
て
い
る
。

（
２
）
都
民
ホ
ー
ル

　
都
民
ホ
ー
ル
の
前
に
は
写
真
２
の
よ
う

な
喫
煙
室
が
あ
る
。
内
部
は
劣
悪
な
環
境

に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
喫
煙
者
が
退
出
す
る

た
び
に
タ
バ
コ
煙
が
ロ
ビ
ー
に
漏
れ
て
い

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
写
真
２
に
写
っ

て
い
る
人
物
は
、
ス
ト
ラ
ッ
プ
か
ら
都
庁

職
員
で
あ
っ
た
。

　
勤
務
時
間
中
に
こ
の
よ
う
な
場
所
に
居

る
こ
と
は
職
場
離
脱
で
あ
り
、
地
方
公
務

員
法
第
35
条
職
務
専
念
義
務
に
違
反
す
る

と
い
う
観
点
か
ら
も
問
題
視
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。

写真２　都民ホール前の喫煙室写真４　第一庁舎 25 階の喫茶店

写真３　第一本庁舎 32 階の展望喫茶店

図１． 第一本庁舎３階喫煙室からの漏れ

図２. 都民ホール前ロビーの喫煙室からの漏れ

図３． 第一本庁舎 32 階喫茶店の受動喫煙

図４．第一本庁舎 25 階喫茶店の受動喫煙
　　　　　　　　　　　（2014 年 10 月時点）
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ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
喫
茶
店
は
第

一
本
庁
舎
１
階
の
Ｕ
Ｃ
Ｃ
上
島
珈
琲
「
み

な
み
（
喫
煙
可
）」
と
し
て
移
動
し
た
よ

う
で
あ
る
。

（
５
）
第
一
本
庁
舎 

   
展
望
フ
ロ
ア（
45
階
）用
の
喫
煙
室

　
都
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
「
２
０
２
メ
ー

ト
ル
の
高
さ
か
ら
街
を
一
望
」
と
紹
介
さ

れ
、
か
つ
、
入
場
は
無
料
で
あ
る
た
め
観

光
名
所
と
な
っ
て
い
る
。
45
階
の
展
望
フ

ロ
ア
に
喫
煙
室
は
な
い
が
、
ト
イ
レ
の
あ

る
44
階
に
写
真
５
─
１
〜
２
に
示
す
喫
煙

室
が
あ
る
。
こ
の
場
所
の
測
定
は
行
な
っ

て
い
な
い
が
、
図
２
、
図
３
と
同
じ
構
造

で
あ
り
、
漏
れ
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想

像
で
き
る
。ト
イ
レ
を
利
用
す
る
観
光
客
、

特
に
外
国
人
観
光
客
か
ら
ど
の
よ
う
な
眼

で
見
ら
れ
る
こ
と
か
。

（
６
）
都
議
会
４
階
喫
煙
室

　
特
徴
的
な
曲
線
の
あ
る
廊
下
に
面
し
て

写
真
６
に
示
す
喫
煙
室
が
あ
り
、
撮
影
時

た
ま
た
ま
清
掃
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い

た
。「
作
業
中
に
も
喫
煙
が
行
わ
れ
ま
す

か
？
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
「
は
い
」
と
い

う
回
答
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
所
で

働
く
人
達
の
職
業
的
、
か
つ
、
高
濃
度
の

受
動
喫
煙
の
暴
露
を
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。

お
わ
り
に

　
こ
こ
で
紹
介
し
た
市
民
と
し
て
立
ち
入

る
こ
と
が
可
能
な
場
所
以
外
に
も
、
音
喜

多
議
員
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
「
廊
下
な

ど
の
公
共
ス
ペ
ー
ス
を
除
き
、
委
員
会
室

や
控
え
室
は
喫
煙
可
」
で
あ
る
こ
と
が
写

真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る（
２
）。

　
委
員
会
室
や
議
員
控
え
室
に
は
都
庁
職

員
、
各
党
の
秘
書
、
速
記
者
、
新
聞
記
者

な
ど
が
仕
事
と
し
て
立
ち
入
る
場
所
で
あ

り
、職
業
的
な
受
動
喫
煙
の
原
因
と
な
る
。

東
京
都
受
動
喫
煙
防
止
条
例
を
検
討
す
る

前
に
、
自
分
た
ち
の
足
元
か
ら
屋
内
全
面

禁
煙
化
を
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。

参
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１
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受
動
喫
煙
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進
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た
め
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効
果
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施
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の
あ
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（
２
）
都
政
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
（
お
と
き
た
駿

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

   http://otokitashun.com
/blog/togikai/5631/

E-Mail
Facebook
Twitter で
東京を禁煙都市にする
国民運動に参加下さい。

　1964 年の東京五輪の時代は成長期の日本。
今より貧しかったが、日本人は世界一勤勉実直
で知られ、国も人も誠実に真剣に夢と希望を懐

いだ

いて歩んでいた。五輪は夢の実現の一つだった。
五輪に向かって大人は輝いていた。それは当時
中学生だった私でも感じられた。
　それがどうだ。2020年の東京五輪に向けて、
新国立競技場、エンブレム……白紙撤回が続く。
莫大な税金と時間の無駄に怒り心頭だ。白紙撤
回に至った経緯を知れば知るほど、呆

あき

れてしま
う。慎重さに欠け、軽いノリを感じてしまう。
社会も人も 1964 年とは良くも悪くも変わっ
てしまった。
　さて、ここに来て私は３つ目の白紙撤回を危
惧する。東京のタバコ問題だ。五輪が完全禁煙
にならず、東京の町に喫煙所があちこち置かれ
るようであれば、世界の物笑いだ。これまで開
催国は五輪を機に完全禁煙に踏み切っている。
しかるにこの国は、いまだ分煙でお茶を濁そう
としている時代遅れの輩

やから

がいて、東京の受動喫
煙防止条例さえ決まらない体たらくだ。
　もし灰皿付き五輪で可としようものなら、世
界の批判にさらされて、たちまち分煙を白紙撤
回して完全禁煙とするなんてことになるだろ
う。恥ずかしい思いをする前に、当たり前に禁
煙にする勇気を持ってほしい。
 　　　　　　　　　　　山本由美子（吹田市）

写真５－１　第一庁舎 44 階の喫煙室

写真５－３　トイレ前で喫煙所を案内

写真６　都議会４階の喫煙室とそこで働く清掃業者

写真５－２　同 44 階の喫煙室


